
東京健安研セ年報 Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst. Pub. Health, xx, 1-7, 20xx 

 
a  東京都健康安全研究センター食品化学部食品成分研究科 

169-0073 東京都新宿区百人町 3-24-1 
b 当時：東京都健康安全研究センター食品化学部食品成分研究科 
c  現所属：福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 

163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 

化化学学物物質質及及びび自自然然毒毒にによよるる食食中中毒毒事事件件例例（（令令和和 2 年年）） 
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 令和 2 年に東京都内で発生した化学物質や自然毒による食中毒及び有症苦情事例のうち，原因が明らかとなった 5
事例について報告し，今後の食中毒等発生防止及び食中毒等発生時の迅速な検査の参考とする．事例 1 ではブリの照

り焼きを喫食した 24 名中 11 名が喫食後 30 分程度で，事例 2 ではシイラのごまダレ焼きを喫食した 267 名中 8 名が喫

食直後から 15 分後に，いずれもアレルギー様症状を呈した．薄層クロマトグラフィー（TLC）及び高速液体クロマト

グラフ（HPLC）分析により事例 1 ではブリの照り焼きから，事例 2 ではシイラの原材料及びシイラのごまダレ焼き

からヒスタミンが検出された．事例 3 ではニラスープを喫食した 3 名中 3 名が喫食直後から 1 時間 30 分後に吐き気，

下痢を呈した．液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計（LC-MS/MS）分析によりスープの残渣及び患者宅庭に残っ

ていた球根からリコリン及びガランタミンが検出され，スイセンの誤食による食中毒事例と推定された．事例 4 では

ズッキーニを喫食した 16 名中 8 名が喫食から数時間後に下痢や腹痛などの消化器症状を呈した．LC-MS/MS 分析に

よりズッキーニからククルビタシン B，ククルビタシン E 及びエラテリニドが検出された．事例 5 ではフグの白子を

喫食した 1 名が喫食から 5 時間半後に四肢の麻痺，ろれつが回らない，意識消失を呈した．LC-MS/MS 分析により患

者尿及び血清からテトロドトキシンが検出された． 
 
キキーーワワーードド：化学性食中毒，ヒスタミン，ブリ，シイラ，スイセン，リコリン，ガランタミン，ズッキーニ，ククル

ビタシン類，テトロドトキシン 
 

はは  じじ  めめ  にに 
 著者らはこれまで都内で発生した化学物質及び自然毒に

よる食中毒事例を報告してきた 1-5)．本報では今後の食中毒

等発生防止及び食中毒等発生時の迅速な検査の参考とする

ため，令和 2 年に発生した化学物質及び自然毒による食中

毒事例のうち，検査により原因が明らかとなったヒスタミ

ンによる食中毒 2 事例，リコリン及びガランタミン，クク

ルビタシン類，フグ毒による食中毒各 1 事例，計 5 事例に

ついて報告する．令和 2 年に都内で発生した化学物質及び

自然毒による食中毒・有症事例の概要について表 1 に示し

た． 
 
 

化化学学物物質質及及びび自自然然毒毒にによよるる食食中中毒毒事事例例 
1. ヒヒススタタミミンンにによよるる食食中中毒毒 
1) 事事件件のの概概要要 
事例 1；令和 2 年 1 月 11 日 15 時 10 分ごろ，「都内の社

員食堂で昼食喫食後，体調不良を呈した患者を複数名診察

した」と医療機関から保健所に連絡があった．患者調査に

よると，同日 11 時 30 分から 13 時にかけて，ブリの照り焼

き定食を喫食した 24 名中 11 名が，同日 12 時から 13 時 30
分頃にかけて顔面紅潮，頭痛，下痢などのアレルギー様症

状を呈していた．また，患者らの共通食は 11 日昼に社員食

堂で提供されたブリの照り焼き定食以外にはなかった． 
事例 2；令和 2 年 10 月 6 日 16 時ごろ，「小学校の給食で

提供されたシイラを食べた 4 名が口の中のかゆみを訴えて

発生月 原因食品 原因物質 発症時間 発症者数 喫食者数 症状

1 ブリの照り焼き ヒスタミン 30分後 11 24 顔面紅潮，頭痛，下痢

4 スイセン
リコリン，

ガランタミン

喫食直後～
1時間30分後

3 3 吐き気，下痢

6 ズッキーニ ククルビタシン類 数時間後～半日程度 8 16 下痢，腹痛

10 シイラのごまダレ焼き ヒスタミン 喫食直後～15分後 8 267 唇・舌・喉のかゆみ，

舌の腫れ

11 フグの白子 フグ毒 5時間30分後 1 1 四肢の麻痺，ろれつが回らない，

意識消失

表 1. 令和 2 年に発生した化学物質及び自然毒による食中毒・有症事例の概要 
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いる」と役所から保健所に連絡があった．保健所の調査に

よると，患者は児童 7 名及び教員 1 名の計 8 名で，魚（シ

イラ）のごまダレ焼を患者全員が喫食しており，喫食直後

から 15 分後にかけて唇，舌，喉のかゆみ，舌の腫れ等の症

状を呈していた．魚（シイラ）のごまダレ焼の提供食数は

児童・教職員合わせて 267 食であった．また，シイラの仕

入先は，同日他地域の小中学校 4 施設に同ロット品を卸し

ていたが同様の苦情はなかった． 
2) 試試料料 
事例 1；検食（ブリの照り焼き）1 検体（写真 1）． 
事例 2；原材料（シイラ，残品）1 検体（写真 2a），検食

（シイラのごまダレ焼）1 検体（写真 2b），アレルギー食用

検食（シイラのごまダレ焼）1 検体（写真 2c），同ロット品

（仕入先に保管されていたシイラ）2検体（写真2d及び e），
計 5 検体． 

3) 原原因因物物質質のの検検索索 
いずれの事例もブリやシイラといったヒスタミン生成魚

を喫食しており，喫食直後から 30 分ほどで，顔面紅潮や頭

痛，唇，舌，喉のかゆみ等のアレルギー様症状を呈してい

ることから，ヒスタミンによる食中毒と推定した．ヒスタ

ミンの分析は，まず薄層クロマトグラフィー（TLC）によ

る定性試験を行い，陽性となった検体について高速液体ク

ロマトグラフ（HPLC）による定量分析を行った． 
実験方法の詳細を以下に示す． 
(1) 装装置置 HPLC：日本分光株式会社製 X-LC． 
(2) TLC 条条件件 TLC プレート：Kieselgel 60，展開溶媒：

アセトン-28%アンモニア水（9:1），発色液・発色方法：a) 
0.01%フルオレスカミン含有アセトン溶液・紫外線照射

（365 nm），b) ニンヒドリンスプレー（富士フイルム和光

純薬株式会社製）・加熱． 
(3) HPLC 条条件件 カラム：Waters 社製 Acquity UPLC HSS 

T3（内径 2.1 mm×長さ 150 mm，粒子径 1.8 μm），移動相：

アセトニトリル-水（3:2），流速：0.5 mL/min，カラム温度：

40°C，検出器：蛍光検出器（励起波長：325 nm，蛍光波長：

525 nm），注入量：3 μL． 
(4) 試試験験溶溶液液のの調調製製  衛生試験法・注解 6)に準じて行った．

すなわち，細切した試料 10.0 g に水を加えてホモジナイズ

した後，20%トリクロロ酢酸 10 mL を加えて混和し，水で

100 mL に定容後，抽出液をろ過して得られたろ液を TLC
用試験溶液とした． 

TLC 用試験溶液及び標準溶液の一定量に内部標準物質

として 10 μg/mLの 1,6-ジアミノヘキサン溶液を一定量加え，

無水硫酸ナトリウム 0.2 g を加えて溶解後，1%ダンシルク

ロライド含有アセトン溶液 1 mL を加えて暗所・室温で一

晩放置し蛍光誘導体化を行った．次に，10%プロリン溶液

0.5 mL を加えて 10 分間放置後，トルエン 5 mL を加え振と

う抽出し，分取したトルエン層の一部を減圧濃縮した．そ

の後，残渣にアセトニトリルを一定量加え溶解し，0.2 μm
のフィルターでろ過したものを HPLC 用試験溶液とした． 

(5) 定定性性試試験験 TLC 用試験溶液を TLC プレートに 20 μL 

 
写真 1. 事例 1 の検食（ブリの照り焼き） 

 

 
写真 2. 事例 2 の試料 

a. 原材料（シイラ，残品） 
b. 検食（シイラのごまダレ焼） 

c. アレルギー食用検食（シイラのごまダレ焼） 
d 及び e. 同ロット品（仕入先に保管されていたシイラ） 

 
塗布し，展開後，風乾し 0.01%フルオレスカミン・アセト

ン溶液を噴霧した．365 nm の紫外線照射下で，標準溶液の

蛍光スポットと Rf値を比較してヒスタミンの有無を判定

した．さらに，ニンヒドリンスプレーを噴霧して加熱後，

標準溶液の赤紫色のスポットと Rf値を比較し，ヒスタミン

の有無を判定した．検出限界は 5 mg/100 g とした． 
(6) 定定量量試試験験 内部標準法により定量した．すなわち，

試料ごとに検出波長におけるヒスタミンの面積カウント値

を内部標準物質の面積カウント値で割った数値を別に作成

した検量線から定量値を算出した． 
4) 結結果果 
事例 1 では検食からヒスタミンが 44 mg/100 g 検出され

た．事例 2では原材料から 100 mg/100 g，検食から 45 mg/100 
g のヒスタミンが検出された．その他の検体からは検出さ
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れなかった． 
5) 考考察察 
事例 1 の検体は納品先調査により 1 切れ当たり 100 g で

あり，1 食当たりのヒスタミン摂取量を推定したところ，

44 mg であった．事例 2 のシイラのごまダレ焼は低学年用

40 g，中学年用 50 g，高学年用 60 g で納品されていたこと

が調査で判明しており，1 食当たりのヒスタミン摂取量を

推定したところ，18 mg～60 mg であった．ヒスタミンの中

毒量は大人一人当たり 22 mg～320 mg とされており 7)，ど

ちらの事例もヒスタミンの中毒量を超えていたと考えられ，

本事例の食中毒原因物質はヒスタミンであると推定された． 
なお，国内の食品中のヒスタミン含有量に関する基準は

ないが，Codex 規格の中で，魚類及び水産製品の一部にヒ

スタミンの基準値が腐敗基準として 10 mg/100 g，衛生・取

扱基準として 20 mg/100 g と定められている 8)． 
ヒスタミンは，HACCP による食品の衛生管理の中で，

ヒスチジンを多く含むマグロ，カジキ，カツオ，サバ，イ

ワシ，サンマ，ブリ，アジ等のヒスタミン生成魚において

危害要因の一つとされている 9)．また，ヒスタミン生成魚

の内臓やエラなどに付着した細菌（ヒスタミン産生菌）の

持つヒスチジン脱炭酸酵素により産生され，一度産生され

ると低減や除去が不可能なことから，ヒスタミン産生菌を

増やさないことが重要であり，管理点（CCP）として各工

程で魚体温度等の管理基準（CL）を設けることが推奨され

ている 10)．  
 
2. ススイイセセンンにによよるる食食中中毒毒 
1) 事事件件概概要要 
令和 2 年 4 月 23 日 9 時 35 分，「4 月 22 日 22 時，都内在

住の家族 3 人が嘔吐の症状で受診した．患者は 22 日の夜に

喫食したニラスープにニラと誤ってスイセンを入れてしま

ったかもしれないと話していた」と医療機関から保健所に

連絡があった．保健所の調査によると，患者は数年前から

自宅の庭でニラとスイセンの両方を栽培しており，4 月 22
日に庭に生えていた植物をニラと思い味噌汁（スープ）に

入れて喫食したところ，喫食直後から 1 時間 30 分後に，喫

食した家族 3 名が吐き気，下痢等を呈したとのことだった． 
2) 試試料料 
残渣 1（調理残品から取り出したもの）1 検体（写真 3a），

残渣 2（三角コーナーに廃棄されていたもの）1 検体（写真

3b），球根（患者宅庭に残っていたもの）1 検体（写真 3c
及び d），計 3 検体． 

3) 原原因因物物質質のの検検索索 
本事例は喫食状況や症状からスイセンの誤食による食中

毒と疑われた．そこで，スイセンの有毒成分であるリコリ

ン及びガランタミンについて，液体クロマトグラフ-タンデ

ム質量分析計（LC-MS/MS）で一斉分析を行った． 
実験方法の詳細を以下に示す． 
(1) 装装置置  LC-MS/MS：Waters 社製 Acquity UPLC H-Class 

-Xevo TQ-S． 

 
写真 3. 事例 3 の試料 

a. 残渣 1（調理残品から取り出したもの） 
b. 残渣 2（三角コーナーに廃棄されていたもの） 

c. 球根（患者宅庭に残っていたもの） 
d. 球根（土を落とした後） 

e. 球根のうちニラと推測されるもの 
 

(2) LC-MS/MS 条条件件  カラム：Waters 社製 Acquity UPLC 
HSS PFP（内径 2.1 mm×長さ 150 mm，粒子径 1.8 μm），移

動相：A 液；0.1%ギ酸，B 液；0.1%ギ酸含有メタノール-
アセトニトリル（1:1），グラジエント条件（B%）：0 分（5）
→3 分（5）→10 分（60）→20 分（60），流速：0.3 mL/min，
カラム温度：40°C，注入量：2 μL． 
キャピラリー電圧：3.0 kV，脱溶媒ガス温度：400°C，脱

溶媒ガス流量：1,000 L/hr，イオン源温度：150°C，コーン

ガス流量：150 L/hr，イオン化法：エレクトロスプレーイオ

ン化法（ESI）ポジティブモード，測定方法：選択的イオン

モニタリング（SRM），モニターイオン（プリカーサーイ

オン（m/z）→プロダクトイオン（m/z）（コーン電圧，コリ

ジョンエネルギー））：リコリン；288.2→112.2（50 V，45 eV），

288.2→119.2（50 V，45 eV），288.2→147.2（50 V，45 eV），

288.2→176.2（50 V，45 eV），ガランタミン；288.1→155.1
（50 V，51 eV），288.1→183.1（50 V，42 eV），288.1→198.1
（50 V，30 eV），288.1→213.1（50 V，21 eV），288.1→231.1
（50 V，15 eV）． 

(3) 試試験験溶溶液液のの調調製製  試料 1.0 gにメタノール約 20 mLを

加えてホモジナイズ抽出した後，メタノールで 50 mL に定

容し，遠心分離（2,000×g，10 分，4°C）し，上清を抽出

液とした．抽出液の一部をメタノールで希釈し，0.2 µm の

フィルターでろ過し，得られたろ液を試験溶液とした． 
(4) 定定性性試試験験  試験溶液を LC-MS/MS で分析し，各モニ

ターイオンにおけるピークの有無及び標準品との溶出時間

（リコリン：10.0 分，ガランタミン：11.9 分）の比較によ

りリコリン，ガランタミンの有無を判定した． 
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4) 結結果果 
いずれの試料からもリコリン及びガランタミンが検出さ

れた． 
また，搬入された球根からは微かにニラ臭を認め，一部

はニラと推測された（写真 3e）． 
5) 考考察察 
いずれの試料からもリコリン及びガランタミンが検出さ

れたことから，本事例はスイセンの誤食による食中毒であ

ると推定された． 
スイセンは本事例のようにその葉をニラと誤食すること

が多く，平成 23 年から令和 2 年までの 10 年間に国内で発

生した有毒植物による食中毒において 62 件と最も発生事

件数が多く，死者も出ている食中毒原因植物である 11)．ま

た，スイセンの葉とニラの葉を外観で見分けるのは困難で

ある一方で，ニラ臭の有無での判別がわかりやすいとされ

ているが，今回の事例のように混在している場合は臭いで

の判別も困難である．家庭ではニラとスイセンの両方を育

てることを避ける，明確に植える場所を分ける等，誤食し

ないよう注意が必要である． 
 

3. ズズッッキキーーニニにによよるる有有症症事事例例 
1) 事事件件概概要要 
令和 2 年 6 月 26 日 16 時 55 分，「都内の社員食堂におい

て，6 月 24 日のランチメニューを喫食した 16 名中 7 名が 1
時間後から下痢や腹痛などの消化器症状を呈し，受診して

いる」と保健所に連絡があった．その後の調査の結果，16
名中 8 名が 6 月 24 日 14 時から 20 時にかけて下痢，腹痛等

の症状を呈していた．6 月 24 日昼のメニューのうち「夏野

菜のオリーブオイル焼き」に入っていたズッキーニが非常

に苦かったとの証言が，複数の患者からあったことが判明

した． 
2) 試試料料 
検食（ズッキーニのオリーブオイル焼き）1 検体（写真

4a），参考品（調理過程で廃棄したズッキーニのヘタ）1 検

体（写真 4b），計 2 検体． 
3) 原原因因物物質質のの検検索索 
本事例では，喫食後数時間から半日程度で腹痛，下痢と

いった消化器症状を呈しており，保健所による聞き取り調

査でズッキーニが非常に苦かったという情報が得られた．

過去にズッキーニを含むユウガオや観賞用ヒョウタンとい

ったウリ科の植物において，ククルビタシン類による食中

毒事例が発生している 12-14)．いずれの食中毒事例でも強い

苦みを感じており，喫食後5時間から9時間で腹痛や吐気，

下痢等の消化器症状を呈している．したがって，ククルビ

タシン類による食中毒が疑われた．そこで，標準品が入手

できたククルビタシン B，ククルビタシン D，ククルビタ

シン E，ククルビタシン I，エラテリニド（ククルビタシン

E 2-O-β-D-グルコシド）の 5 種類のククルビタシン類につ

いて LC-MS/MS を用いて分析を行った．なお，参考品はヘ

タを除いた果肉部分を使用した． 

 
写真 4. 事例 4 の試料 

a. 検食（ズッキーニのオリーブオイル焼き） 
b. 参考品（調理過程で廃棄したズッキーニのヘタ） 

 
実験方法の詳細を以下に示す． 
(1) 装装置置  LC-MS/MS：Waters 社製 Acquity UPLC H-Class 

-Xevo TQ-S． 
(2) LC-MS/MS 条条件件  カラム：Waters 社製 Acquity UPLC 

HSS T3（内径 2.1 mm×長さ 150 mm，粒子径 1.8 μm），移

動相：A 液；10 mmol/L ギ酸アンモニウム，B 液；アセト

ニトリル，グラジエント条件（B%）：0 分（20）→3 分（20）
→10 分（70）→20 分（70），流速：0.4 mL/min，カラム温

度：40°C，注入量：3 μL． 
キャピラリー電圧：2.0 kV，脱溶媒ガス温度：500°C，脱

溶媒ガス流量：1,000 L/hr，イオン源温度：150°C，コーン

ガス流量：150 L/hr，イオン化法：ESI ポジティブモード，

測定方法：SRM，モニターイオン（プリカーサーイオン（m/z）
→プロダクトイオン（m/z）（コーン電圧，コリジョンエネ

ルギー））：ククルビタシン B；576.73→499.4（14 V，10 eV），

576.7→521.4（60 V，26 eV），ククルビタシン D；534.8→
499.3（15 V，14 eV），ククルビタシン E；574.7→479.4（22 
V，20 eV），ククルビタシン I；532.5→497.7（10 V，15 eV），

エラテリニド（ククルビタシン E 2-O-β-D-グルコシド）；

736.9→479.3（18 V，24 eV），736.9→497.3（18 V，12 eV）．

なお，2 つあるプロダクトイオンのうち，先に記載のイオ

ンで定量を行った． 
(3) 試試験験溶溶液液のの調調製製  吉岡らの方法 12)を参考にした．細

切した試料の一部 1.0 g にメタノールを適量加えてホモジ

ナイズ抽出した後，メタノールで 50 mL に定容し，遠心分

離（2,500×g，5 分，4°C）し，上清を抽出液とした．その

後，抽出液の一部を 50%メタノールで適宜希釈し，0.2 µm
のフィルターでろ過し，得られたろ液を試験溶液とした． 

(4) 定定性性試試験験  試験溶液を LC-MS/MS で分析し，各モニ

ターイオンにおけるピークの有無及び標準品との溶出時間
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（ククルビタシン B：10.0 分，ククルビタシン D：9.0 分，

ククルビタシン E：10.6 分，ククルビタシン I：9.0 分，エ

ラテリニド：8.1 分）の比較によりククルビタシン類の有無

を判定した． 
(5) 定定量量試試験験 絶対検量線法により定量した．定量下限

はいずれも 1 µg/g とした． 
4) 結結果果 
検食からククルビタシン E が 2 µg/g，エラテリニドが 880 

µg/g 検出され，参考品からククルビタシン B が 2 µg/g，ク

クルビタシン E が 6 µg/g，エラテリニドが 1,900 µg/g 検出

された．その他のククルビタシン類は検出されなかった． 
5) 考考察察 
吉岡らの報告 12)ではズッキーニ中からククルビタシン B

が 0.19 µg/g～2.3 µg/g，ククルビタシン E が 0.22 µg/g～1.5 
µg/g，エラテリニドが 650 µg/g～1,600 µg/g 検出されている．

本事例ではいずれの測定対象物質も報告値と同等もしくは

それ以上の濃度が含まれていた．以上のことから，本事例

の食中毒原因物質はククルビタシン類であると推定された． 
 ズッキーニ等のウリ科植物にククルビタシン類が高濃度

に含まれることはまれであるが，食品の外観からは判別が

つかないため，食中毒を防止する上で強い苦みを感じた際

は喫食しないことが重要である． 
  

4. フフググにによよるる食食中中毒毒 
1) 事事件件のの概概要要 
令和 2 年 11 月 27 日 12 時 30 分，「フグによる食中毒疑い

の患者を診察した」と都内の医療機関から保健所に連絡が

あった．保健所の調査によって，以下の情報が得られた． 
11 月 26 日，都内在住の男性が自分で釣ったフグを自ら

さばき，18 時 30 分ごろ，フグの白子を茹でて炙り喫食し

た．11 月 27 日 0 時，力が出ず歩けなくなり，体が熱いと

家族に申し出た．その後，四肢の麻痺，ろれつが回らない

といった症状を呈し，回復しないため，3 時ごろ，A 病院

に救急搬送された．4 時ごろ，意識不明になったため，B
病院に転送された．11 月 28 日 12 時ごろ，意識を取り戻し，

少し会話ができる状態に回復した． 
また，患者は釣ったフグがヒガンフグであると認識して

いたが，北の地方でのヒガンフグの白子は有毒だが，関東

近辺のものは無毒であると誤った知識を持っていたため，

有毒部位である白子を喫食していた． 
2) 試試料料 
患者の尿（11 月 27 日 12 時ごろから 18 時 30 分ごろまで

の畜尿）1 検体，血清（11 月 27 日 18 時 30 分ごろ）1 検体，

計 2 検体．なお，検体は配偶者の同意のもと医師に依頼し，

採取したものである．また，フグの残品は捨てられており，

入手できなかった． 
3) 原原因因物物質質のの検検索索 
本事例では患者の喫食状況及び症状から，自家調理にて

喫食したフグでのフグ毒による食中毒が疑われた．しかし，

フグの残品が手に入らなかったため，フグ毒及び魚種の鑑

別の検査は行えなかった．そこで，入手できた患者の尿及

び血清を用い，フグ毒の一つであるテトロドトキシンを

LC-MS/MS で分析することとした． 
実験方法の詳細を以下に示す． 
(1) 装装置置  LC-MS/MS：Waters 社製 Acquity UPLC H-Class 

-Xevo TQ-S． 
(2) LC-MS/MS 条条件件  カラム：Waters 社製 Acquity UPLC 

BEH Amide（内径 2.1 mm ×長さ 150 mm，粒子径 1.8 μm），

移動相：A 液；0.1%ギ酸，B 液；0.1%ギ酸含有アセトニト

リル，グラジエント条件（B%）：0 分（95）→2 分（95）
→15 分（30）→20 分（30），流速：0.3 mL/min，カラム温

度：40°C，注入量：3 μL． 
キャピラリー電圧：1.0 kV，脱溶媒ガス温度：500°C，脱

溶媒ガス流量：1,000 L/hr，イオン源温度：150°C，コーン

ガス流量：150 L/hr，イオン化法：ESI ポジティブモード，

測定方法：SRM，モニターイオン（プリカーサーイオン（m/z）
→プロダクトイオン（m/z）（コーン電圧，コリジョンエネ

ルギー））：テトロドトキシン；320.2→162.2（30 V，40 eV），

320.2→284.2（30 V，30 eV）． 
(3) 試試験験溶溶液液のの調調製製  試料 0.2 mL にアセトニトリル 0.8 

mL を加え，数回ピペッティングにより混和した後，限外

ろ過（MILLIPORE 社製 Amicon Ultra-10K，3,500×g，30
分，5°C）を行った．得られたろ液をアセトニトリルで適

宜希釈（2 倍～20 倍）した後，0.2 µm のフィルターでろ過

したろ液を試験溶液とした． 
(4) 定定性性試試験験  試験溶液を LC-MS/MS で分析し，各モニ

ターイオンにおけるピークの有無及び標準品との溶出時間

（10.3 分）の比較によりテトロドトキシンの有無を判定し

た． 
4) 結結果果 
尿及び血清からテトロドトキシンを検出した．なお，テ

トロドトキシンの標準溶液からテトロドトキシンの類縁体

（epi 体）と推測されるピークが検出されたため，定量は行

わなかった． 
5) 考考察察 
患者の尿及び血清からテトロドトキシンが検出されたこ

とから，本事例の食中毒原因物質はフグ毒であると推定さ

れた． 
フグ毒による食中毒は喫食後20分から3時間程度で発症

するとされている 15)．本事例では喫食から 5 時間 30 分後

に発症したことから，フグ毒の摂取量は比較的少なかった

と推測され，発症後，速やかに適切な呼吸管理がされたこ

ともあり，一命をとりとめたと考えられた． 
都内でのフグ毒による食中毒事例の発生は平成 23 年

（2011年）以来 16)であり，自家調理に限ると平成 15年（2003
年）以来 17)であった．都内でのフグ毒による食中毒事例の

多くは素人による自家調理により発生しており，東京都で

はホームページやリーフレット等により注意喚起を行って

いる 18)．また，本事例のように誤った知識によるものだけ

でなく，天然フグで交雑種が見つかることも多く 19)，魚種
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及び有毒部位の判別が困難な場合もあり，ふぐ調理師免許

を持っていない素人による自家調理は厳に慎むべきである． 
 

まま    とと    めめ 
令和 2 年に当研究室で取り扱った化学物質及び自然毒に

よる食中毒及び有症苦情事例のうち，ヒスタミンによる食

中毒 2 事例，リコリン及びガランタミン，ククルビタシン

類，フグ毒による食中毒各 1 事例について報告した．これ

らの調査は東京都福祉保健局健康安全部食品監視課食中毒

調査担当，東京都及び 23 特別区の各保健所と協力して実施

したものである． 
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Outbreaks of Poisoning by Chemical and Naturally Occurring Toxicants in Tokyo, 2020  

 
Tomoya TANAKAa, Keisuke KIMURAb, c, Kimiko KANa and Tetsuya SHINDOa 

 
This report describes five incidents of food-borne poisoning caused by chemicals or naturally-occurring toxicants that occurred 

in Tokyo in 2020. The report serves as a reference for the prevention and rapid analysis of food poisoning cases. In Case 1, 11 out 
of 24 people showed allergic symptoms 30 minutes after eating amberjack (Seriola quinqueradiata) teriyaki, and in Case 2, 8 out 
of 267 people showed allergic symptoms from immediately to 15 minutes after eating grilled mahi-mahi (Coryphaena hippurus) 
with sesame sauce. Using thin-layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC), histamine 
was detected in the amberjack teriyaki in Case 1, and in the raw mahi-mahi and grilled mahi-mahi with sesame sauce in Case 2. 
In Case 3, 3 out of 3 people presented with nausea and diarrhea from immediately to 1.5 hours after eating Chinese chive soup. 
Lycorine and galantamine were detected in the soup residue and the bulbs remaining in the patient's yard by liquid 
chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS); it was presumed to be a case of food poisoning caused by narcissus. In Case 4, 
8 out of 16 patients presented with gastrointestinal symptoms such as diarrhea and abdominal pain from immediately to several 
hours after eating zucchini; LC-MS/MS detected cucurbitacin B, cucurbitacin E, and elaterinide in the zucchini. In Case 5, one 
person presented with limb numbness, slurred speech, and loss of consciousness from immediately to 5.5 hours after eating puffer 
fish milt; tetrodotoxin was detected in the patient’s urine and serum by LC-MS/MS. 

 
Keywords: chemical food poisoning, histamine, amberjack (Seriola quinqueradiata), mahi-mahi (Coryphaena hippurus), 

narcissus, lycorine, galantamine, zucchini, cucurbitacins, tetrodotoxin 
 




